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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制
　取締役は、職務執行状況を取締役会に報告することにより、他の取締役
の職務執行の状況を相互に監督しております。取締役の職務執行について
は、監査等委員会の監査を受けております。
　社外取締役は取締役会に出席し、各取締役の業務執行状況が法令及び定
款に適合しているかの監督を行っております。
　社内規程については、取締役（監査等委員である取締役を含む）及び使
用人が常時閲覧可能な状態に置き、コンプライアンス担当部署は、各部門
に対して適正な業務運営にあたるよう指導及び助言を行っております。
　内部通報制度の構築により、法令等違反行為等を速やかに認識し、不祥
事の未然防止に努めております。
　内部監査部は、各部門の業務統制状況を監査し、必要に応じて是正及び
改善の対策を講じるよう指導しております。
　反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断することを基本方針とし、
警察署や関連団体との連携を通じ、毅然とした態度で対処いたします。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　株主総会議事録及び取締役会議事録や、その他重要な意思決定に係る文
書については、「文書管理規程」により、その取扱方法及び保管基準等を
定め、保存媒体に応じ十分な注意をもってこれを管理しております。
　取締役の職務執行に関する文書及び情報については、取締役及び監査等
委員の要求があれば、閲覧に供することとしております。
　取締役による情報の管理状況は、監査等委員会の監査を受けるものとし
ております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスクの顕在化の危機に備えるため、リスク管理・危機管理規程を制定
し、迅速かつ適切に対処することにより損失の最小限化に努めておりま
す。
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　リスク管理委員会において全社のリスクを一元的に管理しております。
　不測の事態が発生した場合には、緊急対策本部を設置し、迅速な対応に
よる損失拡大の防止に努めております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制

　職務権限規程により取締役の職務権限及び意思決定ルールを制定してお
ります。
　取締役会及び経営会議は、毎月１回定期開催し、必要に応じて臨時に開
催して迅速な意思決定を行っております。
　中期経営計画及び年度予算の達成に向けて職務を遂行するとともに、各
事業部門の業績と改善策は、取締役会及び経営会議において報告されるも
のとしております。
　執行役員制度を採用し、業務執行を担う執行役員と経営方針の決定及び
業務執行の監督を行う取締役とに分離し、取締役会の効率化及び意思決定
の迅速化を図っております。

⑤ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
　子会社は、当社が定める関係会社管理規程において、当社への定期的な
報告義務を負い、重要事項は事前に協議することなどにより、業務の適正
を確保しております。
　当社の取締役等がグループ各社の役員等に就任し、子会社の取締役会等
に出席して子会社の業務遂行状況を把握しております。
　当社の内部監査担当は、監査計画に基づき子会社の業務全般に係る統制
状況等の監査を実施して業務の適正の確保に努めております。
　当社の監査等委員は、子会社の監査役を兼務することにより当社グルー
プ全般の統制状況を監査するとともに、必要に応じて会計監査人と情報交
換を行っております。
　連結子会社においては、人事、総務、経理などの管理業務につきシェア
ードサービスを導入しており、当社が一括して事務作業を代行処理するこ
とで、子会社の経営状況を常時管理できる体制を構築しております。
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⑥ 当社の監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査等委員の職務を補助する使用人を置くこととしております。
　監査等委員会事務局は、監査等委員の職務を補助するに際しては、監査
等委員の指示に従って業務を遂行することとし、監査等委員会事務局の人
事異動及び人事評価等については、監査等委員会の同意を得ることとして
おります。
　監査等委員より命令を受けて監査業務を補助する使用人は、その命令の
範囲に属する業務に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く）の
指揮命令を受けないものとしております。

⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に
報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
　取締役（監査等委員である取締役を除く）は、当社に重大な損害を及ぼ
すおそれのある事実や取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用
人による重大な法令・定款違反等、経営に重大な影響を与える事実を発見
したときは、直ちに監査等委員会に報告することとしております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、監査等委員会
がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した内部通報の状況及び
その内容について報告を行うものとしております。
　当社の監査等委員会は、必要に応じて子会社の取締役及び使用人に対
し、報告及び情報の提供を求めることができるものとしております。

⑧ 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として
不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　当社は、監査等委員会へ報告をした当社及び当社グループの取締役（監
査等委員である取締役を除く）及び使用人等に対し、当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グ
ループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人に周知徹底
しております。
　「内部通報に関する規程」に、当社監査等委員会に通報した者に対し
て、当該通報をしたことを理由に不利益な取扱いを行わない旨を定めてお
ります。
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⑨ 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の
手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

　当社は、監査等委員会がその職務執行について費用が発生した場合に
は、当該監査等委員会の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、
当該費用の前払又は償還並びに費用の処理を行うものとしております。

⑩ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制

　監査等委員会は、「監査等委員会規程」において、同規程に基づき監査
を実施すべき旨を定めるとともに、当社内部監査部及び会計監査人との連
携を強化することによって、その監査の実効性を確保することとしており
ます。
　代表取締役社長は監査等委員会との定期的な意見交換の面談を実施する
こととしております。
　監査等委員会又は監査等委員が監査の実施にあたり必要と認めるとき
は、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他外部専門家に対して助言
を求める機会を与えるものとしております。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。
① 取締役の職務執行
　取締役会は、取締役10名（うち社外取締役５名）で構成されておりま
す。当事業年度において、取締役会を17回開催し、業務執行に関する重
要事項の意思決定の他、業績の進捗状況等その他の業務上の報告を行い情
報共有を図るとともに、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職
務執行の適正性及び効率性を高め、取締役の職務の執行を監督しておりま
す。

② 監査等委員の職務執行
　当事業年度において、監査等委員である取締役は監査等委員会を12回
開催し、監査等委員相互による意見交換を行っております。また、監査等
委員である取締役は取締役会、経営会議等の重要な会議への出席の他、会
計監査人及び内部監査部との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役
の職務執行を監査しております。
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③ 内部監査の実施
　内部監査部は、内部監査計画に基づき、当社及び当社子会社の各部門の
業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

④ 内部通報制度
　会社から独立した外部の弁護士事務所を窓口とする「ポピンズほっとラ
イン」を設置・運用しております。窓口を一本化して利便性を高めるとと
もに、中立的な立場での相談受付により、通報者の匿名性保護と不利益取
り扱いの禁止を担保しております。また、利用者が女性である場合は女性
弁護士を指定可能とするなど、相談しやすい環境整備を徹底しておりま
す。
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（2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで）

株 主 資 本
純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金 自 己 株 式 株 主

資 本 合 計

当 期 首 残 高 2,095 2,002 4,484 △76 8,506 8,506

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △389 △389 △389

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,142 1,142 1,142

自 己 株 式 の 処 分 △0 2 2 2

当 期 変 動 額 合 計 － △0 752 2 754 754

当 期 末 残 高 2,095 2,001 5,236 △73 9,261 9,261

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の数 ５社

連結子会社の名称
株式会社ポピンズエデュケア
株式会社ポピンズシッター
株式会社ウィッシュ
株式会社ポピンズファミリーケア
株式会社ポピンズプロフェッショナル

②　非連結子会社の名称等
　非連結子会社

Poppins U.S.A., Incorporated
（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重
要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社

　Poppins U.S.A., Incorporated
（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から
除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないた
め持分法の適用範囲から除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除

－ 7 －



く）並びに2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～47年
ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

②　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び連結子会社
は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額の
うち当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、連結子会社の一部は役員退職慰
労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

③　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
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④　収益及び費用の計上基準
　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認
識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、履
行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、契約における重要な金融要
素は含んでおりません。

イ．ファミリーケア事業
　ファミリーケア事業では、主にナニー（教育ベビーシッター）及びベビ
ーシッターを中心とした在宅保育サービスの提供、高齢者向け在宅ケアサ
ービスを提供しております。サービスの提供に応じて履行義務が充足され
ますが、主に計算期間の単位を１ケ月とし、月単位で収益を認識しており
ます。

ロ．エデュケア事業
　エデュケア事業では、主に認可・認証・事業所内保育所、学童・児童
館、インターナショナルスクール等の運営を行っております。
　主に自治体、企業等との契約等に基づき契約期間において保育園等の運
営を行うことにより、一定の補助金または業務委託料の収入を得ておりま
す。当該収入については、契約等により定められた期間において、園児
数、保育士数などの一定の要件に応じた保育園等の運営を行うことにより
履行義務が充足されることとなりますので、契約期間にわたり収益を認識
しております。
　また、一部の売上については保護者との契約により園児等への保育サー
ビスを提供することにより収入を得ております。当該保育サービスについ
ては、一定期間園児等を預かり、その期間内に一定の保育サービスを提供
することで履行義務が充足されることとなります。
　サービスの提供に応じて履行義務が充足されますが、主に計算期間の単
位を１ケ月とし、月単位で収益を認識しております。

ハ．プロフェッショナル事業
　プロフェッショナル事業では、主に、厚生労働省・各自治体から企業・
団体、個人まで、さまざまな目的や職種に応じた人材育成を行っており、
教育研修・セミナー・eラーニングを提供しております。履行義務は一定
の期間にわたり充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づ
き収益を認識しております。
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当連結会計年度
有形固定資産 1,759百万円
無形固定資産 152百万円
減損損失 56百万円

　履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに実施
したサービスの延べ日数が、予想される延べ日数の合計に占める割合に基
づいて行っております。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　消費税等の会計処理

　控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として
処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　
2022年10月28日）等を当連結会計年度の期首から適用しております。な
お、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取
利息」（前連結会計年度０百万円）および「受取手数料」（前連結会計年度３
百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記してお
ります。

４．会計上の見積りに関する注記
⑴　固定資産の減損

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．算出方法

　当社グループでは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、
保育施設及び事務所を基本単位としてグルーピングしております。各施
設及び事務所の営業損益が過去２年連続してマイナスとなった場合、各
施設及び事務所を取り巻く経営環境が著しく悪化した場合及び閉園等の
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当連結会計年度
繰延税金資産 824百万円

意思決定など回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合に減損の
兆候を把握しております。
　減損の兆候が把握された資産グループについては、資産グループの主
要な固定資産の耐用年数までの将来キャッシュ・フローを見積り、割引
前将来キャッシュ・フローの合計が、当該資産グループの固定資産の帳
簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。回収可
能価額は、使用価値により測定しております。

ロ．主要な仮定
　将来キャッシュ・フローは、経営環境等の外部要因に関する情報や当
社グループが策定した事業計画などの内部の情報に基づいて見積ってお
ります。当該見積りには、各保育施設の園児数の推移などの仮定を用い
ております。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　これらの見積り及び仮定について、市場環境の著しい変化や閉園の意
思決定等により見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において、
減損損失を認識する可能性があります。

⑵　繰延税金資産の回収可能性
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．算出方法

　繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差異および税務上の繰越欠
損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックスプランニング
等により判断しております。

ロ．主要な仮定
　将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎とし
ております。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、
その見積りの前提とした仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結
計算書類において繰延税金資産および法人税等調整額の金額に重要な影響
を与える可能性があります。
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圧縮記帳額 8,450百万円
建物及び構築物 7,699百万円
その他（有形固定資産） 732百万円
その他（無形固定資産） 17百万円

当座貸越極度額 2,400百万円
借入実行残高 600百万円
　差引額 1,800百万円

場　所 用　途 種　類 減損損失
（百万円）

愛知県名古屋市、
東京都中央区他 保育設備

建物及び構築物 51

有形固定資産（そ
の他） 4

合計 56

５．連結貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 4,224百万円

　上記の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
⑵ 国庫補助金等の受け入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳

累計額

⑶ 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越
契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る
借入未実行残高等は次のとおりであります。

６．連結損益計算書に関する注記
減損損失
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損
損失を計上しております。
⑴　減損損失を認識した資産

⑵　減損損失を認識するに至った経緯
　当該保育施設については、直近の業績推移及び今後の事業計画等を勘案
し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。
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当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式 10,177,300 株 － 株 － 株 10,177,300 株

合計 10,177,300 株 － 株 － 株 10,177,300 株

自己株式

普通株式 429,232 株 － 株 16,810 株 412,422 株

合計 429,232 株 － 株 16,810 株 412,422 株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年２月19日
取 締 役 会 普通株式 389 40 2024年12月31日 2025年３月14日

決 議 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

配当の
原　資

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発

生 日
2026年２月25日
取 締 役 会

普通
株式 439 利　益

剰余金 45 2025年
12月31日

2026年
３月13日

⑶　資産のグルーピングの方法
　当社グループでは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、保育
施設及び事務所を基本単位としてグルーピングしております。

⑷　回収可能価額の算定方法
　回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・
フローがマイナスであるため、回収可能価額は零として算定しております。

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

⑵　配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連
結会計年度となるもの
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８．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については積極的に行っておりません。ま
た、資金調達については設備等の長期資金又は短期的な運転資金を銀行
借入により調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスク
に晒されております。敷金及び保証金は、主に施設の賃借に係る敷金で
あり、貸主の信用リスクに晒されております。また、関係会社に対し長
期貸付を行っております。
　営業債務である未払金及び未払法人税等は全て１年以内の支払期日で
あります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、敷金及び保証金並び
に長期貸付金に関しては、「債権管理規程」に従い、取引先毎の期日管
理及び残高管理を行うとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。
　営業債務である未払金及び未払法人税等並びに借入金は、適時に資金
計画を作成・更新することなどにより、流動性のリスクを管理しており
ます。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり
ます。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 長 期 貸 付 金 195

貸 倒 引 当 金 ( * 2 ) △151

44 44 －

⑵ 敷 金 及 び 保 証 金 1,442 1,282 △159

資産　計 1,486 1,326 △159

⑴ 長 期 借 入 金 ( * 3 ) 1,835 1,812 △23

負債　計 1,835 1,812 △23

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 7,606 － － －
受取手形、売掛金及
び契約資産 3,889 － － －

敷金及び保証金 168 545 430 296

合計 11,663 545 430 296

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 600 － － － － －

長期借入金 658 573 420 157 18 6

合計 1,258 573 420 157 18 6

（単位：百万円）

( * 1 ) 現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、短期借入金、未払金、未払法人税
等は、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること
から、注記を省略しております。

( * 2 ) 長期貸付金については個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
( * 3 ) 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

長期貸付金195百万円は償還予定額が見込めないため、上記の表には含めており
ません。

（注）２．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 44 － 44

敷金及び保証金 － 1,282 － 1,282

資産　計 － 1,326 － 1,326

長期借入金 － 1,812 － 1,812

負債　計 － 1,812 － 1,812

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応
じて、以下の３つのレベルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負
債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の
インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定
した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し
た時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ
れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位
が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期貸付金
　個別に回収可能性を検討し、回収見込額に基づいて算定しているため、時価は
帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に
分類しております。
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（単位：百万円）
報告セグメント

その他
（注） 合計

ファミリ
ーケア事

業

エデュケ
ア事業

プロフェ
ッショナ
ル事業

計

売上高
顧客との契約か
ら生じる収益

8,058 25,283 693 34,035 373 34,409

外部顧客への
売上高 8,058 25,283 693 34,035 373 34,409

敷金及び保証金
　将来キャッシュ・フローを国債の利率等で割り引いた現在価値により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される
利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。

９．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、
高齢者向けデイサービス施設等の運営 事業、人材派遣・紹介事業等が含
まれております。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類の作成のための
基本となる重要な事項に関する注記等 （4）会計方針に関する事項 ⑤ 収益及
び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,180

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,456

契約資産（期首残高） 391

契約資産（期末残高） 432

契約負債（期首残高） 693

契約負債（期末残高） 542

⑴　１株当たり純資産額 948円41銭
⑵　１株当たり当期純利益 117円12銭

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引において、進
捗度に応じて認識した収益にかかる未請求の対価に対する権利に関するもの
であります。なお、受領する対価に対する権利が無条件になった時点で顧客
との契約から生じた債権に振替えられます。
　契約負債は、主に将来の履行義務にかかる対価の一部を顧客から受け取っ
た前受金であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、
「受取手形、売掛金及び契約資産」に、契約負債は流動負債の「前受金」及
び固定負債の「その他」にそれぞれ含まれております。
　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含ま
れているものは、643百万円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引
がないため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
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11．重要な後発事象に関する注記
（連結子会社における受託業務に係る消費税等の処理について）

当社の連結子会社は、企業主導型保育施設の設置法人より運営業務を受託
しており、当該設置法人から受領する運営委託料を消費税等の課税売上とし
て処理しております。

先般、企業主導型保育事業における運営委託料の消費税の取扱いに関し、
国税庁公表の質疑応答事例「企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消
費税の取扱い」（注）および、こども家庭庁からの事務連絡「企業主導型保
育事業における消費税処理について」（令和８年２月９日付）により、一定
の要件を満たす施設における運営業務受託の消費税の取扱いについては非課
税取引に該当する旨が示されました。

現在、当該質疑応答事例および事務連絡等に基づき、当社グループにおけ
る影響範囲を精査しております。その結果、次期会計年度以降の業績および
財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（注）当該質疑応答事例は、令和６年11月に公表され令和8年2月17日現在更新され

ております。
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（2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで）

株 主 資 本

純資産
合 計資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計資 本

準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他
利 益
剰余金 利 益

剰余金
合 計繰 越

利 益
剰余金

当 期 首 残 高 2,095 2,016 1,033 3,049 11 1,299 1,311 △76 6,380 6,380

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △389 △389 △389 △389

当 期 純 利 益 586 586 586 586
自己株式の処

分 △0 △0 2 2 2

当期変動額合計 － － △0 △0 － 196 196 2 198 198

当 期 末 残 高 2,095 2,016 1,032 3,048 11 1,495 1,507 △73 6,579 6,579

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ５年～18年
工具、器具及び備品 ３年～15年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

⑶　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。

⑷　引当金の計上基準
　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑸　収益及び費用の計上基準
　当社の収益は、連結子会社からの経営管理手数料、業務委託料及び受取
配当金であります。経営管理手数料及び業務委託料は、契約期間にわたり
子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、
契約期間にわたり収益を認識しております。受取配当金は、配当金の効力
発生日をもって収益を認識しております。
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当事業年度
関係会社株式 1,987百万円

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 99百万円

短期金銭債権 15百万円
短期金銭債務 1百万円

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　
2022年10月28日）等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当
該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　算出方法

　関係会社株式の評価にあたって算定した実質価額が帳簿価額に比して
著しく低下した場合には、その回復可能性が十分な証拠によって裏付け
られる場合を除いて、減損処理を行っております。

②　主要な仮定
　関係会社株式の実質価額の算定については、各関係会社における業績
予想数値に基づき見積っております。当該見積りには、経営環境等の外
部要因に関する情報や、当社及び関係会社が用いている内部の情報（予
算及び過年度実績等）を用いております。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
　将来の不確実な経済条件の変動や投資計画の進捗状況等により見直し
が必要となった場合、翌事業年度の計算書類において関係会社株式評価
損（特別損失）が発生する可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記

⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

⑶　当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越
契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入

－ 22 －



当座貸越極度額 2,400百万円
借入実行残高 600百万円
　差引額 1,800百万円

　関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 2,174百万円
営業費用 7百万円

営業取引以外の取引による取引高 162百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首
株 式 数

当事業年度増加
株 式 数

当事業年度減少
株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 429,232株 －株 16,810株 412,422株

繰延税金資産
未払事業税 3
貸倒引当金 47
関係会社株式評価損 54
その他 8

繰延税金資産　合計 114
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △3
関係会社長期貸付金 △23

繰延税金負債　合計 △27
繰延税金資産の純額 87

未実行残高等は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（単位：百万円）

⑵　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３
月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年
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度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
　これに伴い、2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ
る一時差異に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税
率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
　なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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種類 会社等の
名称 所在地 資本金

議決権等
の所有

(被所有)
割合(%)

事業の内容
または職業

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子会社
Poppins 
U.S.A., 

Incorporated
米国

ハワイ州
16,000
(ドル)

(所有)
直接 100

保育ｻｰﾋﾞｽ
の提供

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付

(注)２
－

関係会社
長期貸付金

(注)５
195

子会社
株式会社
ポピンズ

エデュケア
東京都
渋谷区 96 (所有)

直接 100
保育ｻｰﾋﾞｽの提供
幼児教育介
添等の請負

役務の提供
役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付

(注)３
4,200 関係会社

短期貸付金 900

資金の
回収 4,900 関係会社長

期貸付金 5,935

受取
利息 46 未収入金

未収収益
15
1

業務受託等
(注)４ 1,243 － －

子会社
株式会社
ポピンズ

ファミリー
ケア

東京都
渋谷区 90 (所有)

直接 100

在宅保育ｻｰ
ﾋﾞｽの提供

高齢者在宅ｹ
ｱｻｰﾋﾞｽの提

供

役務の提供
役員の兼任
資金の借入

資金の
借入

(注)３
300 関係会社

短期借入金 400

資金の
返済

(注)３
100

支払
利息 1 未払費用 0

業務受託等
(注)４ 314 － －

子会社
株式会社
ポピンズ

プロフェッ
ショナル

東京都
渋谷区 90 (所有)

直接 100
教育・研修ｻ
ｰﾋﾞｽの提供

役務の提供
役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付

(注)３
200 関係会社短

期貸付金 200

資金の
回収 400

受取
利息 1 未収収益 0

子会社
株式会社
ポピンズ
シッター

東京都
渋谷区 97 (所有)

直接 100
在宅保育ｻｰ
ﾋﾞｽの提供等

役務の提供
役員の兼任
資金の借入

資金の
借入

(注)３
200 関係会社

短期借入金 100

資金の
返済

(注)３
100

支払
利息 0 未払費用 0

８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）
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種類 会社等の
名称 所在地 資本金

議決権等
の所有

(被所有)
割合(%)

事業の内容
または職業

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子会社 株式会社
ウィッシュ

東京都
渋谷区 45 (所有)

直接 100
人材派遣・

紹介
役務の提供
役員の兼任
資金の借入

資金の
借入

(注)３
200 関係会社

短期借入金 50

資金の
返済

(注)３
150

支払
利息 1 未払費用 0

⑴　１株当たり純資産額 673円74銭
⑵　１株当たり当期純利益 60円09銭

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を

含めております。
２. (1)Poppins U.S.A., Incorporatedへの貸付については、市場金利を

勘案し合理的に決定しております。
(2)なお、取引金額については、為替差損益は含めておらず、期末残
高には含めております。

３. 資金の借入および貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定
しております。

４. 価格その他の取引条件は、役務提供に対する費用等を総合的に勘案
し、双方協議の上、合理的に決定しております。

５. Poppins U.S.A., Incorporatedへの貸付金に対し、151百万円の貸
倒引当金を計上しております。また、当事業年度において、10百万
円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

９．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要
な会計方針に係る事項に関する注記 ⑸収益及び費用の計上基準」に記載の通り
であります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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